
［標準様式例6-2］

契 約 変 更 年 月 日 令和　７年　９月　２９日

契 約 業 者 名 　北川ヒューテック株式会社　東京本社

契 約 業 者 の 住 所 東京都中央区日本橋蛎穀町一丁目１６番１１号

工 事 の 名 称 Ｒ６圏央道側道舗装修繕他その２工事（第１回変更）

工 事 場 所
自）埼玉県久喜市原
至）埼玉県幸手市大字木立

工 事 種 別 アスファルト舗装工事

道路修繕　１式
　道路土工　１式
　道路土工（下早見地区）　１式
　舗装工　１式
　舗装工（下早見地区）　１式
　舗装工（北青柳地区）　１式
　排水構造物工　１式
　排水構造物工（下早見地区）　１式
　排水構造物工（北青柳地区）　１式
　縁石工　１式
　縁石工（下早見地区）　１式
　防護柵工　１式
　防護柵工（下早見地区）　１式
　区画線工　１式
　区画線工（下早見地区）　１式
　道路付属施設工　１式
　構造物撤去工　１式
　構造物撤去工（下早見地区）　１式
　構造物撤去工（北青柳地区）　１式
　応急処理工　１式
　仮設工　１式
　仮設工（下早見地区）　１式
　仮設工（北青柳地区）　１式
共通仮設費　１式
　運搬費　１式
　役務費　１式
　技術管理費　１式

工 期 （ 自 ） 令和　６年１２月　３日

工 期 （ 至 ） 令和　８年　３月１９日

契約前の変更金額 ¥140,470,000

変 更 金 額 増 ¥91,300,000

変更後の契約金額 ¥231,770,000

（　第１回、最終　）契約変更の内容

工　　事　　概　　要
（変更した内容に
ついて記述する）



１．道路土工
　関係機関との協議の結果、施工範囲の変更等が生じたため、掘削工を増工す
る。
　現地調査の結果、施工範囲の変更等が生じたため、路床盛土工及び防草処
理工を減工する。
　関係機関との協議の結果、発生土の受け入れ地を変更するため、残土処理
工を増工する。

２．道路土工　(下早見地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、掘削工、路体盛土工、路床盛
土工、防草処理工及び残土処理工を追加する。

３．舗装工
　現地調査の結果、施工範囲の変更等が生じたため、路面切削工を追加する。
　関係機関との協議の結果、施工範囲の変更等が生じたため、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
(車道・路肩部)を増工し、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工を追加する。また、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩
道)、舗装打換え工(1)(2)、排水性舗装工、透水性舗装工及び防草ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
工を減工する。

４．舗装工(下早見地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、舗装準備工、路面切削工、ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ舗装工(車道・路肩部)(1)、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(管理用通路舗装)(4)、ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装工(歩道部)(2)、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入部)(3)、透水性舗装工を追加する。

５．舗装工(北青柳地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道・路肩部)
を追加する。

６．排水構造物工
　現地調査の結果、施工範囲の変更等が生じたため、側溝工及び集水桝･ﾏﾝ
ﾎｰﾙ工を増工する。

７．排水構造物工(下早見地区)
地元要望により側道補修の必要が生じたため、作業土工、側溝工及び集水桝･
ﾏﾝﾎｰﾙ工を追加する。

８．排水構造物工(北青柳地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、作業土工、管渠工及び集水
桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工を追加する。

９．縁石工
　現地調査及び関係機関との協議の結果、施工範囲の変更等が生じたため、
縁石工を減工する。

１０.縁石工(下早見地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、縁石工を追加する。

１１.防護柵工
　現地調査の結果、施工範囲の変更等が生じたため、路側防護柵工を減工す
る。
　現地精査の結果、数量精査及び立入防止柵の材料変更が生じたため、防止
柵工及び作業土工を減工する。

１２.防護柵工(下早見地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、防止柵工を追加する。

１３.区画線工
　現地調査及び関係機関との協議の結果、施工範囲の変更等が生じたため、
区画線工を減工する。

１４.区画線工(下早見地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、区画線工を追加する。



変更理由

１５.道路付属施設工
　現地調査及び関係機関との協議の結果、車線分離標の規格変更等のため、
道路付属物工を減工する。

１６.構造物撤去工
　現地調査及び関係機関との協議の結果、施工範囲の変更等が生じたため、
防護柵撤去工、構造物取壊し工及び運搬処理工を減工し、排水構造物撤去工
及び縁石撤去工を増工する。

１７.構造物撤去工(下早見地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、防護柵撤去工、構造物取壊し
工及び運搬処理工を追加する。

１８.構造物撤去工(北青柳地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、構造物取壊し工及び運搬処理
工を追加する。

１９.応急処理工
　現地調査及び関係機関との協議の結果、施工範囲の変更等が生じたため、
応急処理工(側溝清掃、除草) を増工する。

２０.仮設工
　現地調査の結果、施工範囲の変更が生じたため、交通管理工を増工する。

２１.仮設工(下早見地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、工事用道路工及び交通管理
工を追加する。

２２.仮設工(北青柳地区)
　地元要望により側道補修の必要が生じたため、土留･仮締切工、水替工及び
交通管理工を追加する。

２３.共通仮設費
　現地調査の結果、工事用道路工の追加に伴い敷鉄板設置撤去が生じたた
め、運搬費を追加する。
　関係機関との協議の結果、用地の借地料が生じたため、役務費を追加する。
　監督職員との協議の結果、再生砂の使用で六価ｸﾛﾑ溶出試験費を追加する
ため、技術管理費を増加する。

２３.工期
　工期は下早見地区改修工、北青柳地区改修工等の増工により１７１日間延長
し、令和８年３月１９日までとする。


